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「市民の目フォーラム北海道」会報 第 25号（2013年７月） 

事務局   市川・市橋法律事務所内 

（札幌市中央区大通西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

http://shimin-me.net/  ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

e-mail    

 

 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

 

カンパのお礼 

 本年 4 月に皆さんにお願いしたカンパにつきましては、今回もたくさんのご支援

をいただきました。ありがとうございます。 

 みなさんからの貴重なカンパは、今年の活動（国賠訴訟・全国の大学生の講義・

全国各地での講演活動など）の資金として早速活用させていただいております。 

 皆様の温かい励ましとご賛同に感謝申し上げ、その成果は会報を通じて報告させ

ていただきます。これからもご支援よろしくお願い致します。 

                                

平成 25年前期の大学講義が始まる   

昨年から実施している全国の大学生等を対象とする出張講義（当フォーラム代表 原田宏二）を開始

した。今年は「我が国の犯罪捜査・刑事手続きの問題点～体験をふまえて～」を主要テーマに、6 月 6

日、京都の龍谷大学法学部（大阪弁護士会大川一夫弁護士 裁判と人権講座）の約 400人の学生を対象

にスタート、6月 25日には、札幌の北海学園大学法学部（政治学科韓永學教授 マスコミ論）の学生約

90人（昼・夜間部）でも実施した。このほか、前期は 7月 11日に早稲田大学教育学部（岡村遼司教授 

人権講座）を予定しているほか、8 月には北海道大学大学院、名古屋大学大学院（いずれも高知新聞高

田昌幸氏 調査報道論）での講義を予定している。 

 

  秘密保全法？「公共の安全ってなんだ」 

            愛知県弁護士会主催シンポジウム開催 

 

報道によると、安倍内閣は秋の臨時国会に、秘

密保全法案を提出するそうだ。 

そうした動きに対して、日本弁護士連合会は反

対を表明、各地の弁護士会がシンポジウムなどを

開催し反対の動きを加速している。当フォーラム

代表の原田宏二も、4月 20日の大阪弁護士会主催

「知る権利が危ない！ＰartⅡ 『秘密保全法で

警察不祥事も隠される！？』」に続いて、6月 30

日、愛知県弁護士会主催のシンポジウム「秘密保

全法？『公共の安全』ってなんだ？！～瀕死の知

る権利～」に参加した。シンポジウムは、30日午

後 1 時 30 分から名古屋市瑞穂区の市博物館講堂

で開かれ、市民ら約 150人が集まった。 

シンポジウムは花木淳美弁護士（愛知県弁護士

会）の司会で進められ、四橋和久弁護士（同）の

秘密保全法のついての基調報告に続いて、新海聡

弁護士（同）が司会、北海道警察の裏金疑惑報道

で辣腕をふるった元北海道新聞のデスク高田昌

幸氏 現高知新聞）と当フォーラム代表原田宏二

の対談で進められた。
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高田氏は裏金報道での道警の対応を振り返りながら「社

会をコントロールする側は、常に都合の良い情報しか出さ

ないが、秘密保全法によりその傾向が一層強まるだろう」

などと指摘、原田代表もネット上に流出した警視庁外事三

課のものとされるデータの内容に触れながら、現在問題に

なっている米中央情報局（ＣＩＡ）のスノーデン元職員の

例を取り上げ「秘密保全法の姿はこれだ」などと説明した。 

←（左から新海弁護士、原田代表、高田昌幸氏）  

 

  道警人事権乱用訴訟で一部勝訴判決 

              問われた警察の前近代的な人事・労務管理 

 

平成 22年 4月 14日、道警を定年退職したばか

りの元道警手稲警察署留置管理課勤務の巡査部

長石黒繁治氏（63歳）が提訴した道警人事権乱用

訴訟（原告代理人市川守弘弁護士）の判決が、20

回の口頭弁論を経て、3月 26日 札幌地裁で言い

渡された。 

この訴訟は、原告の石黒氏が、北海道（道警）

に対して、妻憲世さんの交通事故事件の捜査を巡

り、管轄警察署の不適正捜査を指摘したところ、

左遷、昇任拒否、辞職の強要などにより、著しい

精神的苦痛を受け、また、勤務中に休憩時間を与

えらなかったことにより、肉体的、精神的苦痛を

受けたとして損害の賠償求めるとともに、札幌手

稲警察署留置管理課に勤務していた 9ヵ月間の未

払い時間外勤務手当 29 万 4,631 円の支払いを求

めた訴訟である。 

判決主文は 

1 被告（道警）は、原告に対し、（未払時間外勤務手当として）8万 1068円を支払え。 

2 原告のその余の請求を棄却する。 

 

と、道警の人事権の乱用は認めなかったものの、未払いの時間外勤務手当の支払いを命じた。 

この訴訟は、改めて、警察のパワハラ的な人事管理、デタラメな給与の支払、そして、隠ぺい体質とい

った前近代的な警察の人事・労務管理の実態の一端を明らかにすることになった。 

原告石黒氏は、平成 4 月 12 日、本件判決が道警の一連の人事権の乱用について証拠がないなどとし

て認めなかったことや、時間外勤務手当の問題についても一部しか認められなかったなどとして、札幌

高裁に控訴した。 

             尼崎連続変死・行方不明事件 

これからも同じことが繰り返される  

          

平成 25 年 4 月 19 日、香川県警は「『尼崎市に

おける被害者多数の殺人死体遺棄事件』の関係者

に対する県警の対応に関する調査結果と今後の

対応について」を発表、それによると、本件に関

して、平成 15年から 16年にかけて、被害者の家

族等 17人から 28件（36回）の相談や通報があっ

たのに対応が不十分だったとして関係者に謝罪

したという。 

続いて、4月 25日、兵庫県警も離散に追い込ま

れた家族らから 10件の事案で、平成 10年春から

平成 23年 9月にかけ、14回の相談や通報を受け

たが、6 件の事案につては適正な対応をしなかっ

たため、事件を把握する機会を見逃していたこと

を認め、遺族らに謝罪したという。 
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この事件は、かなりの長期間にわたる兵庫県尼崎市を中心に香川県等数府県にわたる

広域犯罪だ。被疑者・被害者の数も多く、被疑者らは長期間にわたり監禁、執拗に暴行

を加え、遺体をコンクリート詰めにするなど、その手口も残虐・非道だ。 

 

捜査の不手際 事件は、平成 23年 11月、監禁さ

れていた女性が脱走し、兵庫県警を避けて大阪府

警に相談、大阪府警は事件性があると判断し、兵

庫県警に通報、これを受けて兵庫県警がようやく

捜査を開始した。 

尼崎市内の貸倉庫でこの女性の祖母（66歳）の

遺体が、ドラム缶にコンクリート詰めにされた状

態で発見され、兵庫県警はこの事件で主犯各の女

性ら 5 人を死体遺棄等の容疑で逮捕、平成 24 年

11 月には遠縁の男性の遺体をドラム缶に詰め岡

山県の海中に捨てたとして、死体遺棄容疑で 8人

を逮捕した。 

この事件の主犯とみられた女性は事件発覚後

の平成 24年 12月に留置場内で自殺したが、現在

も殺人等の疑いで捜査が続いている。 

報道によると、この一連の事件で主犯格の女性

の周辺での行方不明者は 7人、死者は 6人に及ん

でいるという。このほか、平成 17 年に沖縄で転

落死した男性に自殺を強要したとされる自殺教

唆や保険金詐欺事件も浮上、この事件は、当時、

沖縄県警は事故死と判断し、必要な捜査をしてい

なかったことも判明している。  

  

愚鈍な警察の対応 報道で知る限りでは、主犯格

の女性を中心とする集団による異様ともいえる

事件だが、これだけ長期間にわたり警察が認知で

きなかったことの方が異様だ。必ず、より早い段

階で、事件を認知できる兆候があったはずだと考

えていたところ、その通りだった。 

多くの相談や通報がありながら、現場の警察官

は犯罪の臭いを嗅ぎ取ることができなかった。あ

るいは、嗅ぎ取ってはいながら無視したのか。い

ずれにしても、相談に対する対応の適否以上に根

の深い問題だ。 

目を覆わんばかりの鈍さ、無能さ、無気力さ。

警察の現場の捜査力や志気が著しく低下してい

ると言わざるを得ない。 

 

警察のサービス的な業務 市民からの相談等に

対して、警察が適切な対応を怠ったため、桶川ス

トーカー事件等、重大な結果を招いた。このため

民間有識者による「警察刷新会議」の「警察刷新

に関する緊急提言」を受けて、警察庁が全国の都

道府県警察に対して、国民の要望・意見を把握し

誠実に対応するため、相談体制を強化し、その充

実強化を図るように指示した。平成 12年 11月に

は、ストーカー規制法が、平成 13 年 10 月には、

DV防止法が施行される等、法的な整備も進められ

た。 

にも拘らず、何故、同じことが繰り返されるの

か。詳しくは、「警察崩壊」（平成 25 年 4 月、旬

報社）をご覧いただきたいが、警察の内部には、

依然として警察は民事に介入しない、男女間の問

題や家庭内の問題には介入しないという考え方

が根強く残っている。 

民事不介入と言えば恰好がよいが、家出人や行

方不明者の捜索といった保護活動や市民からの

困りごと相談の業務は、単なる警察のサービス的

な業務であるという考えやこうした問題に積極

的に取り組んでも、実績として評価もされないと

いう実態もある。 

なかには、警察が余計な仕事を押し付けられた

のではないかとの本音もある。事実、こうした問

題は警察力では根本的には解決できないし、警察

は被害者を最後まで守ることはできないのも事

実だろう。 

先の国会ではストーカー規制法とＤＶ防止法

が改正された。しかし、法改正が行われてとして

も、警察の意識が変わらない限り、これからも同

じことが繰り返されるだろう。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82
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http://www.hokkaido-np.co.jp/cont/popinsearch/?q=%20%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%A4%89%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%20%E6%B2%96%E7%B8%84%20%E8%87%AA%E6%AE%BA%20%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91&r=reflink
http://www.hokkaido-np.co.jp/cont/popinsearch/?q=%20%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%A4%89%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%20%E6%B2%96%E7%B8%84%20%E8%87%AA%E6%AE%BA%20%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91&r=reflink
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
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個人データ抹消等請求事件判決 

              違法捜査対応 市民のためのガイドライン            

警察官の職務質問や所持品検査は違法だ、とする判決が、5月 28日、東京地裁で言い渡された。 

筆者（原田宏二）は「警察崩壊」で、警察官による警察官職務執行法（以下「警職法」）2条の質問の

要件を逸脱したいわゆる「無差別職務質問」が行われていることや、半ば強制的な任意同行、長時間の

取調べ、捜索に類した所持品検査、逮捕していない被疑者の写真撮影、指紋採取等、強制のおそれのあ

る任意捜査の禁止を提言した。 

この判決には、これらに関連して、見逃してはならない重要なポイントがある。 

その 1は、警察法 2条の問題だ。 

被告警視庁は、「警職法 2 条の職務質問要件で

ある『異常な挙動』に当たらないとしても、警察

法 2条 1項の警察の責務を掲げられた責務を全う

するために必要な警察の諸活動は、強制力を伴わ

ない任意手段による限り一般的に許容されるも

のであるから、本件職務質問が原告の同意に基づ

く任意手段として行われている以上、本件職務質

問が直ちに違法となるものではない。」と主張し

た。これは警察法 2条を根拠に、治安維持のため

なら無制限に権限を拡大することも許されると

言っているに等しい。これに対して、判決は、「警

職法 2条 1項の要件を具備しない者に対する職務

質問を開始することが警察法 2条 1項を根拠に許

容されると解することは困難であ

る。」と明確に指摘した。 

 

その２は、被疑者写真の撮影や指紋採取の法的

な根拠の問題だ。 

原告は「任意というためには拒否の自由がある

こと、拒否しても不利益がないこと、撮影した姿

写真及び採取した指紋は犯罪記録として保管し、

必要に応じて本人の同意なく使用すること、顔写

真及び指紋の記録は被疑者リストに入れ、全国の

警察官が捜査のためにいつでも閲覧利用できる

ようになることを、事前に告げる必要があるが、

原告に対してこのような説明はされていないか

ら、任意の同意を欠く」と主張し

た。これに対して、判決は、被疑

者の写真や指掌紋が刑事訴訟法（以下「刑訴法」）

197粂 1項又は同法 218条の規定に基づき、任意

に又は強制の手段により適法に採取されたこと

を前提に、「通常の判断能力を有する一般人であ

れば、必ずしも上記の説明がされなくとも、写真

撮影及び指紋採取に対する諾否の判断は可能で

あり、上記の説明がなされない限り任意の同意を

欠くということはできない。」とした。 

 

令状主義の形骸化 任意の写真撮影や指紋採取

の法的な根拠を、刑訴法 197条 1項の「捜査につ

いては、その目的を達するため必要な取調をする

ことができる。」とするのは無理があるのではな

いか。 

被疑者の写真撮影、指紋採取、については、刑

訴法 218 条 2 項（令状による差押・捜索・検証）

に「身柄の拘束を受けている被疑者の指紋を採取

し・・・・又は写真を撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しな

い。」とあるが、この条文は逮捕されていない被

疑者には適用されない。一方、取調べに関しては、

刑訴法 198条（被疑者の出頭要求・取調）に「犯

罪を捜査するについて必要があるときには、被疑

者の出頭を求めて取り調べることができる」とあ

る。197 条の「取調」と 198 条の「取り調べ」と

どう違うのか。筆者には、197条の「取調」に「逮

捕されていない被疑者の任意の指紋採取や写真

撮影」が包含されるとは読み取れない。判決では、

所持品検査も 19７条を根拠としている。もしそう

だとするなら、捜査のためなら、任意と称して何

でもできることになる。例えば、監視カメラ映像、

Ｎシステムの利用もこの条文を根拠とすれば可

能だ。まさに、令状主義の形骸化だ。 
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違法捜査に対応するには・・・ 市民のためのガイドラインを考える 

 職務質問に限らず、警察の現場では任意捜査の名の下に、事実上の強制捜査が常態化しているのが実

態だ。多くの市民は、刑訴法や犯罪捜査規範などにはなじみが薄い。というより存在さえ知らないのが

普通だろう。何かおかしいと思いながらもほとんどが警察官の言いなりになる。 

その結果が自分の身に降りかかってからはじめてことの重大さに気が付く。しかし、それでは遅いの

だ。警察の違法捜査から身を守るための最低限のガイドラインが必要だ。そして、一人で悩まず、弁護

士などの専門家に相談することが大切だ。 

この判決から導き出されるガイドラインは以下のようなものなので参考にしてほしい。               

  

～自分を守るために知っておきたいガイドライン～ 

① 職務質問 

〇 基本的にこれに応じるかどうかは自由だ。（警察官の職務質問は任意手段） 

〇 あわてずに冷静に対応する。警察官と口論したり、その身体には触れてはならない。 

（公務執行妨害とされるおそれあり） 

  〇 警察官の所属、階級、氏名を確認する。 

  〇 声をかけた理由（職務質問の要件～異常な挙動等）の説明を求める。 

② 所持品検査 

〇 基本的に応じる必要はない。（法的義務はない。） 

〇 警察官にバック等を手渡さない。探させない。見せない。 

〇 逮捕されていないなら身体捜検（凶器所持）はできない。（警職法 2条 4項） 

③ 任意同行 

〇 「被疑者としてか、参考人としてか」を確認する。 

○ 警察官の人数、警察官の位置等を確認する。（任意性の有無） 

〇 用件、行き先、所要時間を確認する。 

〇 身分を明らかにして、後日出頭する旨を伝える。       

④ 取調べ 

  〇 取調官の所属、階級、氏名を確認する。 

〇 「逮捕か、任意か」を確認する。（手錠なしが任意とは限らない。） 

  〇 疑われている事実（犯罪事実）の説明を求める。 

  〇 供述を拒否できることを確認する。（黙秘権、供述拒否権が告げられないことがある。） 

  〇 身に覚えのないことははっきり主張する。 

  〇 任意であれば退去する旨を伝える。 

〇 弁護士へ連絡する。（逮捕なら弁護士会の当番弁護士制度の利用） 

〇 逮捕・勾留されている間の取調べは「被疑者ノート」に記録する。 

〇 納得できない内容の供述調書に署名・押印しない。必ず、削除、訂正を求める。 

〇 記載内容を確認したときは、調書毎葉の欄外にも署名・押印する。（差し替え防止） 

〇 提出書類の題名・内容は必ず確認する。不動文字で印刷されている部分も確認し、 

その書類の意味を確認する。場合によっては、写しの提供を求める。 

⑤ 写真撮影、指紋採取等 

 

http://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=103743&ct=&sw=%E6%89%8B%E9%8C%A0&n=
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〇 逮捕されていない限り、絶対に応じてはならない。（一生抹消できない。） 

〇 ＤＮＡ資料は逮捕されていても提出してはならない。（法的な義務はない。） 

⑥ 抗議、訴訟への備え 

〇 警察官とのやり取りは、できれば、携帯電話の録音機能やＩＣコーダで録音する。 

  録音できなくてもメモを作る。 

○ 事件の内容、経過を時系列でまとめる。（記録化） 

〇 弁護士や各地の弁護士会、「明るい警察を実現する全国ネットワーク」☎03-3353-3399や 

「市民の目フォーラム北海道」☎050-7524-8995等の相談窓口に早めに相談する。 

 

 

       相談談ＢＯＸ受理集計表（平成２5年２回目）   

    25.４.1～ 25.６.30 

  相 談 等 の 内 容 相 談 者 区 分 

手   段 メール 電話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談 

苦 情   （0)   (0)   (0)    (0)    (0)   (0) 

相 談 １  （1６） 25 (36) 3  (5) 4  (6)  25 (51) 29   (57) 

要 望   (0)    (0)   (0)   (0)    (0)   (0) 

情報提供   (0) １  (１)    (0)    (0)  １  (１) １  (１) 

その他   (0)   (0) １  (１)   (0)  １  (１) １  (１) 

 
 その他の相談 ３ （１０） 6  (8)   (0)   (0)  9 (18) 9 (18) 

  合 計 ４ （26） 32 （45） 4  (6) 4  (6)  36 （71） 40 (77) 

 

最近の相談内容 

 「相談」のなかには、内容が漠然としていて真実かどうかが判断できないものもかなりある。そうし

た事案については、他の機関を紹介したり、回答をできない旨を丁寧に説明している。一方、明らかに

警察の違法行為により重大、あるいは、深刻な問題があるのではないかと思われる事案について、弁護

士に相談するように教示したものの、そのままになったケースもある。最近、警察相手の国賠訴訟等が

増えているとはいいながら、そうした行動を起こすことが、市民にとっていかに難しいことかがよくわ

かる。「その他の相談」には新聞、テレビ局からの取材が含まれている。このところ、大阪府警等の関

西の警察官による不祥事が続いた。そのため、関西のマスコミからの取材が多かったためだろう。 

 

「市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けています。 

相談は無料です。電話やメールで気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。 

☎ 050-7524-8995  e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

編集後記  

 原田代表の『警察崩壊』が全国のシンポジウムや講演会などで好調な売れ行きをみせている。その原田

代表が 9月の全国市民オンブズマン大会（京都）の分科会（警察問題）で基調講演をすることになった。 

この会場でも『警察崩壊』を販売することになり、スタッフの一人として私も参加すること

にした。全国のオンブズマンの人たちにも是非この本を読んでもらいたいと思う。（夢子） 

mailto:shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp

